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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータに、
　放牧地に放牧されている家畜に装着された歩数計測手段により計測された歩数の計測結
果の時系列変化に基づいて、前記放牧地の植生の状態が放牧に適した状態であるか否かを
判定し、
　判定した判定結果を出力する、
　処理を実行させることを特徴とする植生判定プログラム。
【請求項２】
　前記判定する処理は、
　所定の時間間隔ごとの前記歩数の計測結果が時間の経過に沿って増加した場合に、前記
放牧地の植生の状態が放牧に適した状態ではないと判定することを特徴とする請求項１に
記載の植生判定プログラム。
【請求項３】
　前記コンピュータに、
　前記歩数の計測結果を、家畜の位置に関する情報に基づいて、放牧地ごとの前記歩数の
計測結果に分類する処理を実行させ、
　分類した前記放牧地ごとの前記歩数の計測結果の時系列変化に基づいて、前記放牧地ご
との植生の状態が放牧に適した状態であるか否かを判定することを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の植生判定プログラム。



(2) JP 5962852 B2 2016.8.3

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記判定する処理は、
　前記歩数が計測された複数の家畜のうち、特定の状態の家畜を除く残余の家畜の前記歩
数の計測結果の時系列変化に基づいて、前記放牧地の植生の状態が放牧に適した状態であ
るか否かを判定することを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の植生判定プロ
グラム。
【請求項５】
　放牧地に放牧されている家畜に装着された歩数計測手段により計測された歩数の計測結
果の時系列変化に基づいて、前記放牧地の植生の状態が放牧に適した状態であるか否かを
判定する判定部と、
　前記判定部によって判定された判定結果を出力する出力部と、
　を有することを特徴とする植生判定装置。
【請求項６】
　コンピュータが、
　放牧地に放牧されている家畜に装着された歩数計測手段により計測された歩数の計測結
果の時系列変化に基づいて、前記放牧地の植生の状態が放牧に適した状態であるか否かを
判定し、
　判定した判定結果を出力する、
　処理を実行することを特徴とする植生判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、植生判定プログラム、植生判定装置および植生判定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　牛を飼養する場合、濃厚飼料以外に、生草、サイレージ、乾草、稲藁などの繊維分が多
い粗飼料を与える必要がある。粗飼料の与え方として、牛を放牧地に放牧して、粗飼料と
なる草を牛が自由に摂取できるようにすることが行われている。
【０００３】
　また、牛には草の嗜好があり、放牧地に嗜好性が低い草が増えてしまうと、牛が十分な
量の草を食べることができず、生産性に悪影響を及ぼす場合がある。このため、飼育者は
、放牧地に合わせて嗜好性が高い草の種を播種し、牧草が十分に生育するように管理する
。また、気候の状況や変動により植生が変化するため、飼育者は、定期的に放牧地を見回
って植生を観察する。なお、関連する先行技術としては、例えば、歩行数によって動物の
運動量を管理するものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－１２８２１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来技術によれば、飼育者が放牧地を見回って植生を観察し、放牧地の
植生の状態を判断することになり、飼育者の作業負荷が増大するという問題がある。
【０００６】
　一つの側面では、本発明は、放牧地の植生の状態を判定することができる植生判定プロ
グラム、植生判定装置および植生判定方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一側面によれば、放牧地に放牧されている家畜に装着された歩数計測手段によ
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り計測された歩数の計測結果の時系列変化に基づいて、前記放牧地の植生の状態が放牧に
適した状態であるか否かを判定し、判定した判定結果を出力する植生判定プログラム、植
生判定装置および植生判定方法が提案される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一態様によれば、放牧地の植生の状態を判定することができるという効果を奏
する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施の形態にかかる植生判定方法の一実施例を示す説明図である。
【図２】図２は、飼育支援システム２００のシステム構成例を示す説明図である。
【図３】図３は、植生判定装置１０１のハードウェア構成例を示すブロック図である。
【図４】図４は、クライアント装置２０１のハードウェア構成例を示すブロック図である
。
【図５】図５は、通信装置２０３のハードウェア構成例を示すブロック図である。
【図６】図６は、計測結果テーブル２６０の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図７】図７は、歩数テーブル２３０の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図８】図８は、閾値テーブル２４０の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図９】図９は、補正値テーブル２５０の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図１０】図１０は、植生判定装置１０１の機能的構成例を示すブロック図である。
【図１１】図１１は、歩数平均値テーブル１１００の記憶内容の一例を示す説明図である
。
【図１２】図１２は、ディスプレイ４０６に表示される情報の画面例を示す説明図である
。
【図１３】図１３は、植生判定装置１０１の取得処理手順の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１４】図１４は、植生判定装置１０１の植生判定処理手順の一例を示すフローチャー
トである。
【図１５】図１５は、発情判定処理の具体的処理手順の一例を示すフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に図面を参照して、本発明にかかる植生判定プログラム、植生判定装置および植生
判定方法の実施の形態を詳細に説明する。
【００１１】
（植生判定方法の一実施例）
　図１は、実施の形態にかかる植生判定方法の一実施例を示す説明図である。図１におい
て、植生判定装置１０１は、放牧地の植生の状態を判定するコンピュータである。ここで
、放牧地とは、家畜を放し飼いする場所である。家畜とは、飼育される牛、豚、馬などの
動物である。植生とは、放牧地に生育している植物である。
【００１２】
　家畜を飼養する場合、濃厚飼料以外に、反芻胃の働きを正常に保つためや肉質、乳質を
よくするために、粗飼料を家畜に与える必要がある。濃厚飼料とは、繊維や水の含量が少
なく、たんぱく質、脂肪、炭水化物などを多く含む飼料であり、例えば、米ぬか、ダイズ
、トウモロコシなどである。また、粗飼料とは、繊維分が多い飼料であり、例えば、生草
、サイレージ、乾草、稲藁などである。
【００１３】
　また、家畜には草の嗜好があり、放牧地に嗜好性が低い草が増えてしまうと、家畜が十
分な量の草を食べることができず、生産性に悪影響を及ぼす場合がある。このため、飼育
者は、家畜の嗜好性が高い草の種を放牧地に播種し、気候の状況や変動により変化する放
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牧地の植生を把握しながら、嗜好性が高い草が十分に生育するように管理する。
【００１４】
　しかし、家畜の頭数が多ければ多いほど広大な放牧地が必要となる。また、飼育者が管
理する放牧地が複数箇所に存在する場合がある。このため、飼育者が気候の状況や変動に
より変化する放牧地の植生を判断するために、定期的に放牧地を見回って、放牧地の植生
を観察することは困難である。
【００１５】
　そこで、本実施の形態では、植生判定装置１０１は、放牧地に放牧中の家畜に装着され
た歩数計測手段により計測される歩数の増加傾向から、放牧地の植生の状態を判定して出
力することにより、飼育者が放牧地を見回ることなく植生の状態を判断可能にする。以下
、植生判定装置１０１の植生判定処理例について説明する。
【００１６】
　（１）植生判定装置１０１は、放牧地Ｈに放牧されている家畜Ａに装着された歩数計測
手段１０２により計測された歩数の計測結果を取得する。具体的には、例えば、植生判定
装置１０１は、歩数計測手段１０２により所定の時間間隔で計測された歩数の計測結果を
取得する。
【００１７】
　ここで、所定の時間間隔は、例えば、時間単位、日単位、週単位などである。取得され
た歩数の計測結果は、例えば、植生判定装置１０１の記憶部１１０に記憶される。図１の
例では、歩数計測手段１０２により計測された、１月１日から１月３日までの日単位の歩
数の計測結果が記憶部１１０に記憶されている。
【００１８】
　（２）植生判定装置１０１は、歩数計測手段１０２により計測された歩数の計測結果の
時系列変化に基づいて、放牧地Ｈの植生の状態が放牧に適した状態であるか否かを判定す
る。ここで、嗜好性が高い草が多く生育している放牧地では、家畜が草を十分に摂取でき
るため、家畜の反芻時間が長くなる傾向にある。なお、反芻とは、一度飲み下した食物を
口の中に戻し、噛み直して再び飲み込む動作である。
【００１９】
　一方、嗜好性が高い草が少ない、あるいは、嗜好性が高い草がなくなると、反芻時間が
短くなり、また、食べたい草を探し回るため、家畜の歩数が増加する傾向にある。すなわ
ち、所定の時間間隔で計測された歩数が、時間の経過とともに増加する傾向にある場合は
、放牧地の植生の状態が悪化傾向にあると判断することができる。
【００２０】
　このため、植生判定装置１０１は、例えば、記憶部１１０を参照して、日単位の歩数が
時間の経過に沿って増加した場合に、放牧地Ｈの植生の状態が放牧に適した状態ではない
と判定する。図１の例では、日にちが経過するにつれて、日単位の歩数が増加している。
この場合、植生判定装置１０１は、放牧地Ｈの植生の状態が放牧に適した状態ではないと
判定する。
【００２１】
　（３）植生判定装置１０１は、判定した判定結果を出力する。具体的には、例えば、植
生判定装置１０１は、判定した判定結果を飼育者が使用するコンピュータに送信する。図
１の例では、飼育者が使用する可搬型の通信端末１０３に判定結果が送信された結果、通
信端末１０３において、放牧地Ｈの植生の状態が放牧に適した状態ではないことを示すア
ラーム画面１２０が表示されている。
【００２２】
　このように、植生判定装置１０１によれば、家畜Ａに装着された歩数計測手段１０２に
より計測された歩数の計測結果の時系列変化に基づいて、放牧地Ｈの植生の状態を判定す
ることができる。これにより、飼育者が放牧地Ｈに赴いて植生を観察することなく、放牧
地Ｈの植生の状態を判断することができ、飼育者の作業負荷を軽減させることができる。
【００２３】
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（飼育支援システム２００のシステム構成例）
　つぎに、実施の形態にかかる飼育支援システム２００のシステム構成例について説明す
る。以下の説明では、家畜として、肉牛、乳牛などの牛を例に挙げて説明する。また、家
畜の嗜好性が高い草を「牧草」と表記し、家畜の嗜好性が低い草を「雑草」と表記する場
合がある。
【００２４】
　図２は、飼育支援システム２００のシステム構成例を示す説明図である。図２において
、飼育支援システム２００は、植生判定装置１０１と、クライアント装置２０１と、中継
装置２０２と、を含む。飼育支援システム２００において、植生判定装置１０１、クライ
アント装置２０１および中継装置２０２は、有線または無線のネットワーク２１０を介し
て接続される。ネットワーク２１０は、例えば、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、インターネットなどであ
る。
【００２５】
　ここで、植生判定装置１０１は、歩数テーブル２３０、閾値テーブル２４０および補正
値テーブル２５０を有し、放牧地Ｈ１～Ｈｍの植生の状態を判定する（ｍ：１以上の自然
数）。放牧地Ｈ１～Ｈｍは、飼育者が管理する放牧地である。具体的には、例えば、植生
判定装置１０１は、クラウドコンピューティングシステムに含まれるサーバである。なお
、各種テーブル２３０，２４０，２５０の記憶内容については、図７～図９を用いて後述
する。
【００２６】
　以下の説明では、放牧地Ｈ１～Ｈｍのうちの任意の放牧地を「放牧地Ｈｊ」と表記する
場合がある（ｊ＝１，２，…，ｍ）。また、放牧地Ｈｊに放牧される複数の牛を「牛Ａ１
～Ａｎ」と表記し（ｎ：１以上の自然数）、牛Ａ１～Ａｎのうちの任意の牛を「牛Ａｉ」
と表記する場合がある（ｉ＝１，２，…，ｎ）。
【００２７】
　クライアント装置２０１は、飼育者が使用するコンピュータである。具体的には、例え
ば、クライアント装置２０１は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット型ＰＣ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎ
ｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＣ、ノートＰＣなどである。図１に示した通信端末１０３は、例
えば、クライアント装置２０１に相当する。
【００２８】
　中継装置２０２は、通信機能を有するコンピュータである。中継装置２０２は、例えば
、各放牧地Ｈｊに設置される。中継装置２０２は、無線ネットワーク２２０を介して通信
装置２０３と接続され、通信装置２０３と植生判定装置１０１との通信を中継する。
【００２９】
　通信装置２０３は、計測結果テーブル２６０を有し、無線ネットワーク２２０を介して
中継装置２０２と無線通信するコンピュータである。また、通信装置２０３は、牛Ａｉの
足首などに装着され、牛Ａｉの歩数を計測する機能を有する。図１に示した歩数計測手段
１０２は、例えば、通信装置２０３に相当する。
【００３０】
　また、通信装置２０３は、中継装置２０２を介して、計測した歩数の計測結果を植生判
定装置１０１に送信する。具体的には、例えば、通信装置２０３は、計測結果テーブル２
６０を参照して、所定の時間間隔ｔで計測された歩数の計測結果を植生判定装置１０１に
送信する。所定の時間間隔ｔは、例えば、１時間、１日などである。
【００３１】
　以下の説明では、所定の時間間隔ｔを「１時間」とする。また、通信装置２０３は、植
生判定装置１０１からの送信要求に応じて、歩数の計測結果を植生判定装置１０１に送信
することにしてもよい。なお、計測結果テーブル２６０の記憶内容については、図６を用
いて後述する。
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【００３２】
　また、通信装置２０３は、例えば、放牧地Ｈｊに放牧される群れのすべての牛に装着さ
れてもよく、また、群れから選ばれた牛（例えば、ボス牛）に装着されてもよい。ただし
、子牛は、成牛に比べて、跳ね回って歩数が多くなる傾向にあるため、通信装置２０３の
装着対象から除外することにしてもよい。
【００３３】
（植生判定装置１０１のハードウェア構成例）
　図３は、植生判定装置１０１のハードウェア構成例を示すブロック図である。図３にお
いて、植生判定装置１０１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）３０１と、メモリ３０２と、Ｉ／Ｆ（Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）３０３と、磁気ディスク
ドライブ３０４と、磁気ディスク３０５と、を有する。また、各構成部は、バス３００に
よってそれぞれ接続される。
【００３４】
　ここで、ＣＰＵ３０１は、植生判定装置１０１の全体の制御を司る。メモリ３０２は、
例えば、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）およびフラッシュＲＯＭなどを有する。具体的には、例えば、フ
ラッシュＲＯＭやＲＯＭが各種プログラムを記憶し、ＲＡＭがＣＰＵ３０１のワークエリ
アとして使用される。メモリ３０２に記憶されるプログラムは、ＣＰＵ３０１にロードさ
れることで、コーディングされている処理をＣＰＵ３０１に実行させる。
【００３５】
　Ｉ／Ｆ３０３は、通信回線を通じてネットワーク２１０に接続され、ネットワーク２１
０を介して他のコンピュータ（例えば、図２に示したクライアント装置２０１、中継装置
２０２）に接続される。そして、Ｉ／Ｆ３０３は、ネットワーク２１０と内部のインター
フェースを司り、他のコンピュータからのデータの入出力を制御する。Ｉ／Ｆ３０３には
、例えば、モデムやＬＡＮアダプタなどを採用することができる。
【００３６】
　磁気ディスクドライブ３０４は、ＣＰＵ３０１の制御にしたがって磁気ディスク３０５
に対するデータのリード／ライトを制御する。磁気ディスク３０５は、磁気ディスクドラ
イブ３０４の制御で書き込まれたデータを記憶する。
【００３７】
　なお、植生判定装置１０１は、上述した構成部のほか、例えば、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　
Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）、キーボード、マウス、ディスプレイなどを有することにして
もよい。また、図２に示した中継装置２０２についても、上述した植生判定装置１０１と
同様のハードウェア構成例により実現することができる。
【００３８】
（クライアント装置２０１のハードウェア構成例）
　図４は、クライアント装置２０１のハードウェア構成例を示すブロック図である。図４
において、クライアント装置２０１は、ＣＰＵ４０１と、メモリ４０２と、磁気ディスク
ドライブ４０３と、磁気ディスク４０４と、Ｉ／Ｆ４０５と、ディスプレイ４０６と、キ
ーパッド４０７と、を有する。また、各構成部は、バス４００によってそれぞれ接続され
る。
【００３９】
　ここで、ＣＰＵ４０１は、クライアント装置２０１の全体の制御を司る。メモリ４０２
は、例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを有する。具体的には、例えば、ＲＯＭが各種プログラ
ムを記憶し、ＲＡＭがＣＰＵ４０１のワークエリアとして使用される。磁気ディスクドラ
イブ４０３は、ＣＰＵ４０１の制御にしたがって磁気ディスク４０４に対するデータのリ
ード／ライトを制御する。磁気ディスク４０４は、磁気ディスクドライブ４０３の制御で
書き込まれたデータを記憶する。
【００４０】
　Ｉ／Ｆ４０５は、通信回線を通じてネットワーク２１０に接続され、ネットワーク２１
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０を介して他のコンピュータ（例えば、植生判定装置１０１）に接続される。そして、Ｉ
／Ｆ４０５は、ネットワーク２１０と内部のインターフェースを司り、他のコンピュータ
からのデータの入出力を制御する。
【００４１】
　ディスプレイ４０６は、カーソル、アイコンあるいはツールボックスをはじめ、文書、
画像、機能情報などのデータを表示する。ディスプレイ４０６として、例えば、液晶ディ
スプレイや有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイなどを採
用することができる。キーパッド４０７は、文字、数字、各種指示などの入力のためのキ
ーを備え、データの入力を行う。キーパッド４０７は、例えば、タッチパネル式の入力パ
ッドやテンキーなどであってもよい。
【００４２】
（通信装置２０３のハードウェア構成例）
　図５は、通信装置２０３のハードウェア構成例を示すブロック図である。図５において
、通信装置２０３は、ＣＰＵ５０１と、メモリ５０２と、Ｉ／Ｆ５０３と、センサ５０４
と、タイマ５０５とを有する。また、各構成部は、バス５００によってそれぞれ接続され
る。
【００４３】
　ここで、ＣＰＵ５０１は、通信装置２０３の全体の制御を司る。メモリ５０２は、ＲＯ
Ｍ、ＲＡＭなどを含む。具体的には、例えば、ＲＯＭが各種プログラムを記憶し、ＲＡＭ
がＣＰＵ５０１のワークエリアとして使用される。
【００４４】
　Ｉ／Ｆ５０３は、無線ネットワーク２２０に接続され、無線ネットワーク２２０を介し
て他のコンピュータ（例えば、中継装置２０２）に接続される。そして、Ｉ／Ｆ５０３は
、無線ネットワーク２２０と内部のインターフェースを司り、他のコンピュータからのデ
ータの入出力を制御する。
【００４５】
　センサ５０４は、通信装置２０３の挙動を検出するための情報を出力する。例えば、セ
ンサ５０４は、ジャイロセンサや３軸加速度センサなどによって実現され、通信装置２０
３に加速度が生じた場合に、生じた加速度に応じた情報を出力する。タイマ５０５は、計
時機能を有する。具体的には、例えば、タイマ５０５は、実時間を計時する。また、タイ
マ５０５は、所定のタイミングからの経過時間を計時してもよい。
【００４６】
　なお、通信装置２０３は、上述した構成部のほかに、例えば、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）衛星からの電波を受信して、自装置の現在位置
を示すＧＰＳ情報を出力するＧＰＳユニットを有することにしてもよい。
【００４７】
（計測結果テーブル２６０の記憶内容）
　つぎに、図２に示した計測結果テーブル２６０の記憶内容について説明する。計測結果
テーブル２６０は、例えば、図５に示した通信装置２０３のメモリ５０２により実現され
る。ここでは、放牧地Ｈ１のある牛に装着された通信装置２０３が有する計測結果テーブ
ル２６０を例に挙げて説明する。
【００４８】
　図６は、計測結果テーブル２６０の記憶内容の一例を示す説明図である。図６において
、計測結果テーブル２６０は、放牧地ＩＤ、放牧牛ＩＤ、日付、時間帯および歩数のフィ
ールドを有し、各フィールドに情報を設定することで、直近の５回分の計測データ（例え
ば、計測データ６００－１～６００－５）をレコードとして記憶する。
【００４９】
　ここで、放牧地ＩＤは、通信装置２０３が装着された牛Ａｉが放牧されている放牧地Ｈ
ｊを識別する識別子である。放牧牛ＩＤは、通信装置２０３が装着された牛Ａｉを識別す
る識別子である。日付は、通信装置２０３が装着された牛Ａｉの歩数が計測された年月日
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である。
【００５０】
　時間帯は、通信装置２０３が装着された牛Ａｉの歩数が計測された時間帯である。例え
ば、００時は、００時００分００秒～００時５９分５９秒の時間帯を表す。歩数は、通信
装置２０３により計測された牛Ａｉの歩数の計測結果である。例えば、計測データ６００
－１は、放牧地Ｈ１で放牧されている牛Ａｘ１の２０１２年１月１日の００時台の歩数「
１００」を表している。
【００５１】
　ここで、牛Ａｉの歩数を計測する通信装置２０３の処理内容の一例について説明する。
まず、通信装置２０３は、タイマ５０５（図５参照）により計時された実時間が基準時刻
になると、計測値Ｃを「Ｃ＝０」で初期化する。基準時刻は、例えば、各時間帯の００分
００秒に設定される。なお、各通信装置２０３のタイマ５０５により計時される実時間は
同期しているものとする。
【００５２】
　つぎに、通信装置２０３は、センサ５０４（図５参照）により牛Ａｉが１歩歩行するた
びに瞬間的に生じる加速度を検出すると、計測値Ｃをインクリメントする。そして、通信
装置２０３は、タイマ５０５により計時された実時間が基準時刻になると、日付、時間帯
および計測値Ｃを計測結果テーブル２６０の日付、時間帯および歩数の各フィールドに設
定し、計測値Ｃを「ｘ＝０」で初期化する。
【００５３】
　この結果、計測結果テーブル２６０に新たな計測データがレコードとして記憶される。
この際、通信装置２０３は、計測結果テーブル２６０に記憶されている最古の計測データ
を削除する。これにより、通信装置２０３は、１時間ごとの牛Ａｉの歩数を計測すること
ができる。
【００５４】
　また、通信装置２０３は、中継装置２０２を介して、例えば、計測結果テーブル２６０
に記憶されている計測結果を植生判定装置１０１に送信する。この際、通信装置２０３は
、計測結果テーブル２６０に記憶されている直近の５回分の計測データ（例えば、計測デ
ータ６００－１～６００－５）を送信することにしてもよく、また、直近の１回分の計測
データ（例えば、計測データ６００－５）を送信することにしてもよい。
【００５５】
　計測データの送信タイミングは任意に設定可能である。具体的には、例えば、通信装置
２０３は、計測結果テーブル２６０に新たな計測データが記憶された場合に、計測結果テ
ーブル２６０に記憶されている計測データを植生判定装置１０１に送信することにしても
よい。これにより、１時間ごとに牛Ａｉの歩数の計測データを植生判定装置１０１に送信
することができる。
【００５６】
　なお、上述した説明では、直近の５回分の計測データを計測結果テーブル２６０に記憶
することにしたが、計測結果テーブル２６０に直近の何回分の計測データを記憶するのか
は任意に設定可能である。
【００５７】
（歩数テーブル２３０の記憶内容）
　つぎに、図２に示した歩数テーブル２３０の記憶内容について説明する。歩数テーブル
２３０は、例えば、図３に示した植生判定装置１０１のメモリ３０２により実現される。
【００５８】
　図７は、歩数テーブル２３０の記憶内容の一例を示す説明図である。図７において、歩
数テーブル２３０は、放牧地ＩＤ、放牧牛ＩＤ、日付、歩数および総歩数のフィールドを
有し、各フィールドに情報を設定することで、歩数データ（例えば、歩数データ７００－
１，７００－２）をレコードとして記憶する。
【００５９】
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　ここで、放牧地ＩＤは、放牧地Ｈｊを識別する識別子である。放牧牛ＩＤは、放牧地Ｈ
ｊに放牧されている牛Ａｉを識別する識別子である。日付は、牛Ａｉの歩数が計測された
年月日である。歩数は、００時～２３時の時間帯ごとに計測された牛Ａｉの歩数である。
総歩数は、牛Ａｉの１日の総歩数である。総歩数は、００時～２３時の各時間帯の歩数を
累積することにより得られる。
【００６０】
　例えば、歩数データ７００－１によれば、放牧地Ｈ１で放牧されている牛Ａｘ１の２０
１２年１月１日の００時～２３時の各時間帯の歩数および総歩数「２０００」を特定する
ことができる。なお、歩数テーブル２３０に何日分の歩数データを記憶するのかは任意に
設定可能である。
【００６１】
（閾値テーブル２４０の記憶内容）
　つぎに、図２に示した閾値テーブル２４０の記憶内容について説明する。閾値テーブル
２４０は、例えば、植生判定装置１０１のメモリ３０２に記憶される。
【００６２】
　図８は、閾値テーブル２４０の記憶内容の一例を示す説明図である。図８において、閾
値テーブル２４０は、季節ごとの閾値Ｘを記憶する。ここでは、３月～５月の期間を「春
」とし、６月～８月の期間を「夏」とし、９月～１１月の期間を「秋」とし、１２月～２
月の期間を「冬」とする。
【００６３】
　ここで、閾値Ｘは、放牧地Ｈｊの植生の状態を判定するために用いられる値である。こ
こでは、植物が大きく育って歩きにくくなる夏の閾値Ｘと、雪が積もると歩きにくくなる
冬の閾値Ｘが、春や秋の閾値Ｘに比べて低い値に設定されている。ただし、閾値Ｘとして
、１年を通して共通の値を用いることにしてもよい。
【００６４】
（補正値テーブル２５０の記憶内容）
　つぎに、図２に示した補正値テーブル２５０の記憶内容について説明する。補正値テー
ブル２５０は、例えば、植生判定装置１０１のメモリ３０２に記憶される。
【００６５】
　図９は、補正値テーブル２５０の記憶内容の一例を示す説明図である。図９において、
補正値テーブル２５０は、放牧地ＩＤ、地形および補正値のフィールドを有し、各フィー
ルドに情報を設定することで、補正値データ９００－１～９００－ｍをレコードとして記
憶する。
【００６６】
　ここで、放牧地ＩＤは、放牧地Ｈｊを識別する識別子である。地形は、放牧地Ｈｊの地
形の特徴である。補正値は、放牧地Ｈｊで放牧されている牛Ａｉの歩数を、放牧地Ｈｊの
地形の特徴に合わせて補正するための値である。例えば、補正値データ９００－１は、放
牧地Ｈ１の地形「急斜面多数あり」および補正値「０．７０」を示している。
【００６７】
（植生判定装置１０１の機能的構成例）
　図１０は、植生判定装置１０１の機能的構成例を示すブロック図である。図１０におい
て、植生判定装置１０１は、取得部１００１と、判定部１００２と、出力部１００３と、
を含む構成である。取得部１００１～出力部１００３は制御部となる機能であり、具体的
には、例えば、図３に示したメモリ３０２、磁気ディスク３０５などの記憶装置に記憶さ
れたプログラムをＣＰＵ３０１に実行させることにより、または、Ｉ／Ｆ３０３により、
その機能を実現する。また、各機能部の処理結果は、例えば、メモリ３０２、磁気ディス
ク３０５などの記憶装置に記憶される。
【００６８】
　取得部１００１は、放牧地Ｈｊで放牧されている牛Ａｉに装着された通信装置２０３に
より計測された歩数の計測結果を含む計測データを取得する機能を有する。ここで、歩数
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の計測結果は、例えば、所定の時間間隔ｔで計測された歩数の計測値Ｃである。また、計
測データには、歩数の計測結果のほかに、例えば、歩数が計測された日時を表す情報、牛
Ａｉの放牧牛ＩＤ、牛Ａｉの位置に関する情報などが含まれていてもよい。
【００６９】
　牛Ａｉの位置に関する情報は、例えば、牛Ａｉが放牧されている放牧地Ｈｊの放牧地Ｉ
Ｄである。なお、通信装置２０３がＧＰＳユニットを有する場合には、牛Ａｉの位置に関
する情報として、通信装置２０３の現在位置を示すＧＰＳ情報が計測データに含まれてい
てもよい。計測データは、例えば、図６に示した計測データ６００－１～６００－５であ
る。
【００７０】
　具体的には、例えば、取得部１００１は、ネットワーク２１０を介して、中継装置２０
２から通信装置２０３により計測された歩数の計測結果を含む計測データを受信する。ま
た、例えば、取得部１００１は、不図示のキーボードやマウスを用いたユーザの操作入力
により、通信装置２０３により計測された歩数の計測結果を含む計測データを取得するこ
とにしてもよい。
【００７１】
　また、取得部１００１は、取得した計測データに含まれる牛Ａｉの位置に関する情報に
基づいて、歩数の計測結果を分類することにしてもよい。具体的には、例えば、取得部１
００１は、牛Ａｉの位置に関する情報から特定される放牧地Ｈｊごとに、歩数の計測結果
を分類する。なお、取得された計測データは、例えば、図７に示した歩数テーブル２３０
に記憶される。
【００７２】
　判定部１００２は、取得部１００１によって取得された計測データに含まれる歩数の計
測結果の時系列変化に基づいて、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態であるか否
かを判定する機能を有する。具体的には、例えば、判定部１００２は、所定の時間間隔Ｔ
ごとの歩数が時間の経過に沿って増加した場合に、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適し
た状態ではないと判定する。
【００７３】
　所定の時間間隔Ｔは、例えば、１時間、１日、１週間、１ヶ月などである。ただし、放
牧牛は、牧草を摂取すると反芻し、反芻し終えると、睡眠を取るという行動を一日のうち
に複数回行う傾向にある。反芻時間は、例えば、１時間である。また、睡眠時間は、例え
ば、２時間である。
【００７４】
　すなわち、放牧牛が反芻を開始してから起きるまでの数時間は、放牧牛の歩数がほとん
ど増加しない時間帯となる。また、１日のうち放牧牛が反芻して睡眠を取るという一連の
行動を行う時間帯は、日によってばらつく場合がある。このため、時間間隔Ｔは、例えば
、１日あるいは１週間程度の時間間隔に設定するのが望ましい。
【００７５】
　より具体的には、例えば、判定部１００２は、第１の期間の歩数の計測結果から第１の
期間以前の第２の期間の歩数の計測結果を減算した値が所定の閾値以上の場合に、放牧地
Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態ではないと判定することにしてもよい。ここで、第
１および第２の期間は、所定の時間間隔Ｔで区切られた期間である。
【００７６】
　以下の説明では、時間間隔Ｔとして、「１日（２４時間）」を例に挙げて説明する。ま
た、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態であるか否かを判定する日を「判定対象
日」と表記する場合がある。
【００７７】
　この場合、判定部１００２は、例えば、判定対象日の歩数Ｓから基準歩数Ｓbを減算し
た減算値ｄが閾値Ｘ以上の場合に、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態ではない
と判定することにしてもよい。一方、判定部１００２は、減算値ｄが閾値Ｘ未満の場合は
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、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態であると判定することにしてもよい。
【００７８】
　ここで、歩数Ｓは、例えば、放牧地Ｈｊに放牧されている牛Ａ１～Ａｎの１日の総歩数
の平均であってもよく、また、牛Ａ１～Ａｎから選ばれた複数頭の牛の１日の総歩数の平
均であってもよい。さらに、歩数Ｓは、例えば、牛Ａ１～Ａｎのうちの特定の牛の１日の
総歩数であってもよい。特定の牛は、例えば、群れの中での地位が最上位のボス牛であっ
てもよく、また、群れの中での地位が最下位の牛であってもよい。
【００７９】
　また、基準歩数Ｓbは、判定対象日以前の他の日の歩数Ｓに基づく値である。基準歩数
Ｓbは、例えば、判定対象日の前日の歩数Ｓであってもよく、また、放牧地Ｈｊで放牧を
開始した日の歩数Ｓであってもよい。また、基準歩数Ｓbは、判定対象日以前の日のうち
、放牧地Ｈｊで放牧を開始してから数日間の歩数Ｓの平均値であってもよい。
【００８０】
　また、放牧地Ｈｊへの放牧直後は、放牧地Ｈｊの観察のため牛Ａｉの歩数が増加する傾
向にあるが、放牧を開始してから２，３日経過すると牛Ａｉの歩数の変動は落ち着いてく
る。このため、基準歩数Ｓbは、判定対象日以前の日のうち、放牧地Ｈｊで放牧を開始し
てから数日後の歩数Ｓであってもよい。
【００８１】
　また、閾値Ｘは、例えば、判定対象日の歩数Ｓが、基準歩数Ｓbに対して閾値Ｘ以上増
加していれば、放牧地Ｈｊの牧草が少ない、あるいは、牧草がないために、放牧牛が食べ
たい草を探し回っていると判断できる値に設定される。この閾値Ｘは、例えば、図８に示
した閾値テーブル２４０から特定することができる。
【００８２】
　例えば、判定対象日が３月～５月の期間内の場合、判定部１００２は、閾値テーブル２
４０を参照して、季節「春」の閾値Ｘ「Ｘ＝２００」を特定する。これにより、放牧地Ｈ
ｊの牧草が少なくなった、あるいは、牧草がなくなって、放牧牛の歩数が急激に増加した
場合に、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態ではないと判定することができる。
【００８３】
　また、判定部１００２は、放牧地Ｈｊに放牧されている牛Ａ１～Ａｎのうち、特定の状
態の牛を除く残余の牛の歩数の計測結果の時系列変化に基づいて、放牧地Ｈｊの植生の状
態が放牧に適した状態であるか否かを判定することにしてもよい。ここで、特定の状態の
牛とは、例えば、発情状態の牛や疾病状態の牛である。
【００８４】
　特定の状態の牛は、通常の状態の牛に比べて、単位時間当たりの歩数が増加したり減少
したりする傾向にある。例えば、発情状態の牛は、通常の状態の牛に比べて、単位時間当
たりの歩数が増加する傾向にある。また、疾病状態の牛は、通常の状態の牛に比べて、単
位時間当たりの歩数が減少する傾向にある。このため、判定部１００２は、特定の状態の
牛の歩数の計測結果を処理対象から除外することにしてもよい。
【００８５】
　特定の状態の牛は、例えば、不図示のキーボードやマウスを用いたユーザの操作入力に
より指定されることにしてもよい。また、判定部１００２が、歩数テーブル２３０を参照
して、牛Ａｉが特定の状態であるか否かを判定することにしてもよい。具体的には、例え
ば、判定部１００２は、牛Ａｉの歩数が所定の条件を満たすか否かを判定し、所定の条件
を満たす場合に、牛Ａｉが特定の状態であると判定する。
【００８６】
　所定の条件は、発情、疾病などの状態に応じて、任意に設定することができる。例えば
、牛Ａｉが発情状態であると判定する場合、発情したメス牛の歩数が増加するという性質
を利用して、所定の条件を、「牛Ａｉの歩数が閾値α以上」という条件に設定する。ここ
での牛Ａｉの歩数は、例えば、１日のうちの牛Ａｉの単位時間当たりの歩数の平均値であ
る。また、例えば、牛Ａｉが疾病状態であると判定する場合、発病した牛の歩数が減少す
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るという性質を利用して、所定の条件を、「牛Ａｉの歩数が閾値β未満」という条件に設
定する。
【００８７】
　また、判定部１００２は、判定対象日の歩数Ｓから基準歩数Ｓbを減算した減算値ｄが
閾値Ｘ以上の場合に、判定対象日の時間帯ごとの歩数の計測結果に基づいて、所定時間Ｐ
以上継続して歩数が所定数Ｑ以下となる時間帯ＴＺを検出することにしてもよい。ここで
、放牧牛は、上述したように、反芻して睡眠を取るという一連の行動を一日のうちに複数
回行う傾向にある。
【００８８】
　また、放牧地Ｈｊに牧草が少ない場合には、放牧牛が反芻して睡眠を取るという一連の
行動の回数が少なくなることが想定される。すなわち、反芻して睡眠を取るという一連の
行動の回数が少なくなれば、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態ではないと判断
することができる。
【００８９】
　そこで、判定部１００２は、検出した時間帯ＴＺの個数ｋが所定数Ｋ未満の場合に、放
牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態ではないと判定することにしてもよい。また、
判定部１００２は、検出した時間帯ＴＺの個数ｋが所定数Ｋ以上の場合は、放牧地Ｈｊの
植生の状態が放牧に適した状態であると判定することにしてもよい。
【００９０】
　なお、所定時間Ｐは、平均的な反芻時間と平均的な睡眠時間を足し合わせた時間、例え
ば、３時間に設定される。また、反芻中および睡眠中の放牧牛の歩数は０に近い値となる
。このため、所定数Ｑは、例えば、１０～３０程度の値に設定される。また、所定数Ｋは
、一日のうちに放牧牛が反芻して睡眠を取るという一連の行動を行う平均的な回数、例え
ば、３回に設定される。
【００９１】
　これにより、所定の時間間隔Ｔごとの歩数の増加度合いのみを考慮する場合に比べて、
放牧地Ｈｊの植生の状態を判定する精度の向上を図ることができる。具体的には、例えば
、雷や天敵の出現などの何らかの外的要因により牛Ａｉの歩数が急激に増加した場合であ
っても、時間帯ＴＺの個数ｋが所定数Ｋ以上の場合は、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に
適した状態であると判定することができる。
【００９２】
　また、判定部１００２は、取得部１００１によって分類された放牧地Ｈｊごとの歩数の
計測結果の時系列変化に基づいて、放牧地Ｈｊごとの植生の状態が放牧に適した状態であ
るか否かを判定することにしてもよい。これにより、複数箇所に存在する放牧地Ｈｊごと
の植生の状態を判定することができる。なお、判定部１００２の具体的な処理内容につい
ては、図１１を用いて後述する。
【００９３】
　出力部１００３は、判定部１００２によって判定された判定結果を出力する機能を有す
る。出力部１００３の出力形式としては、例えば、メモリ３０２、磁気ディスク３０５等
の記憶装置への記憶、不図示のディスプレイへの表示、不図示への印刷出力、Ｉ／Ｆ３０
３による外部のコンピュータへの送信などがある。
【００９４】
　具体的には、例えば、出力部１００３は、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態
であると判定された場合、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態であることを示す
情報を生成して、クライアント装置２０１に送信することにしてもよい。この結果、クラ
イアント装置２０１において、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態であることを
示す情報がディスプレイ４０６に表示される。
【００９５】
　また、出力部１００３は、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態ではないと判定
された場合、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態ではないことを示す情報を生成
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して、クライアント装置２０１に送信することにしてもよい。この結果、クライアント装
置２０１において、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態ではないことを示す情報
がディスプレイ４０６に表示される。
【００９６】
　ディスプレイ４０６に表示される情報の画面例については、図１２を用いて後述する。
また、送信先となるクライアント装置２０１のアドレスは、例えば、クライアント装置２
０１を使用する飼育者が管理する放牧地Ｈｊの放牧地ＩＤと対応付けてメモリ３０２、磁
気ディスク３０５等の記憶装置に記憶されている。
【００９７】
　なお、基準歩数Ｓbは、放牧地Ｈ１～Ｈｍに共通の値として予め設定されていてもよい
。具体的には、例えば、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態であるときに計測さ
れた過去の１日の平均的な牛Ａｉの総歩数を、放牧地Ｈ１～Ｈｍに共通の基準歩数Ｓbと
して設定することにしてもよい。
【００９８】
　ただし、各放牧地Ｈｊの地形によって牛Ａｉの歩数の増加傾向に偏りが生じるため、歩
数の計測結果を補正することにしてもよい。具体的には、例えば、判定部１００２は、図
９に示した補正値テーブル２５０を参照して、各放牧地Ｈｊに固有の補正値を牛Ａｉの歩
数の計測結果に乗算することにより、牛Ａｉの歩数の計測結果を補正することにしてもよ
い。これにより、各放牧地Ｈｊの地形による牛Ａｉの歩数の増加傾向のばらつきを低減さ
せることができる。
【００９９】
（判定部１００２の具体的な処理内容）
　つぎに、図１１を用いて、判定部１００２の具体的な処理内容の一例について説明する
。ここでは、歩数Ｓを、放牧地Ｈｊに放牧されている牛Ａ１～Ａｎの１日の総歩数の平均
値（以下、「歩数平均値」という）とする場合を例に挙げて説明する。
【０１００】
　まず、判定部１００２は、歩数テーブル２３０を参照して、放牧地Ｈｊごとに、放牧地
Ｈｊに放牧されている牛Ａ１～Ａｎの日ごとの歩数平均値を算出する。算出された日ごと
の歩数平均値は、例えば、図１１に示す歩数平均値テーブル１１００に記憶される。
【０１０１】
　図１１は、歩数平均値テーブル１１００の記憶内容の一例を示す説明図である。図１１
において、歩数平均値テーブル１１００は、放牧地ＩＤ、日付および歩数平均値のフィー
ルドを有し、各フィールドに情報を設定することで、放牧地Ｈｊごとの日ごとの歩数平均
値を記憶する。
【０１０２】
　ここで、判定対象日を「２０１２年１月５日」とし、基準歩数Ｓbを「判定対象日の前
日の歩数平均値」として、放牧地Ｈ１，Ｈ２の植生の状態を判定する場合を例に挙げて説
明する。この場合、判定部１００２は、放牧地Ｈ１について、判定対象日の歩数平均値「
２２００」から基準歩数Ｓb「２０２０」を減算した減算値ｄを算出する。ここでは、減
算値ｄは「ｄ＝１８０」となる。
【０１０３】
　また、判定部１００２は、閾値テーブル２４０を参照して、判定対象日に対応する季節
の閾値Ｘを特定する。ここでは、判定対象日に対応する季節は冬のため、閾値Ｘは「Ｘ＝
１５０」となる。つぎに、判定部１００２は、減算値ｄが閾値Ｘ以上か否かを判定する。
ここでは、減算値ｄが閾値Ｘ以上と判定される。この場合、判定部１００２は、放牧地Ｈ
１の植生の状態が放牧に適した状態ではないと判定する。
【０１０４】
　また、判定部１００２は、放牧地Ｈ２について、判定対象日の歩数平均値「１８６０」
から基準歩数Ｓb「１８５０」を減算した減算値ｄを算出する。つぎに、判定部１００２
は、減算値ｄが閾値Ｘ以上か否かを判定する。ここでは、閾値Ｘが「Ｘ＝１５０」のため
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、減算値ｄが閾値Ｘ未満と判定される。この場合、判定部１００２は、放牧地Ｈ２の植生
の状態が放牧に適した状態であると判定する。
【０１０５】
（ディスプレイ４０６に表示される情報の画面例）
　つぎに、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に表示される情報の画面例につ
いて説明する。ここでは、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態ではないことを示
す情報の画面例について説明する。
【０１０６】
　図１２は、ディスプレイ４０６に表示される情報の画面例を示す説明図である。図１２
において、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に、放牧地Ｈ１の植生の状態が
放牧に適した状態ではないことを示すアラーム画面１２００が表示されている。アラーム
画面１２００によれば、飼育者は、２０１２年１月５日の時点で、放牧地Ｈ１の植生の状
態が放牧に適した状態でないと判断することができる。
【０１０７】
（植生判定装置１０１の各種処理手順）
　つぎに、植生判定装置１０１の各種処理手順について説明する。
【０１０８】
＜取得処理手順＞
　まず、植生判定装置１０１の取得処理手順について説明する。取得処理は、放牧地Ｈｊ
に放牧されている牛Ａｉの計測データを取得する処理である。取得処理は、例えば、放牧
地Ｈｊごとに定期的（例えば、１時間）ごとに実行される。
【０１０９】
　図１３は、植生判定装置１０１の取得処理手順の一例を示すフローチャートである。図
１３のフローチャートにおいて、まず、植生判定装置１０１は、ネットワーク２１０を介
して、放牧地Ｈｊに放牧されている牛Ａｉの計測データを中継装置２０２から受信したか
否かを判断する（ステップＳ１３０１）。
【０１１０】
　ここで、植生判定装置１０１は、牛Ａｉの計測データを受信するのを待つ（ステップＳ
１３０１：Ｎｏ）。そして、植生判定装置１０１は、牛Ａｉの計測データを受信した場合
（ステップＳ１３０１：Ｙｅｓ）、受信した計測データを歩数テーブル２３０に登録する
（ステップＳ１３０２）。
【０１１１】
　つぎに、植生判定装置１０１は、放牧地Ｈｊの群れ全体の計測データを受信したか否か
を判断する（ステップＳ１３０３）。ここで、群れ全体の計測データを受信していない場
合（ステップＳ１３０３：Ｎｏ）、植生判定装置１０１は、ステップＳ１３０１に戻る。
一方、群れ全体の計測データを受信した場合（ステップＳ１３０３：Ｙｅｓ）、植生判定
装置１０１は、本フローチャートによる一連の処理を終了する。これにより、放牧地Ｈｊ
に放牧されている牛Ａ１～Ａｎの歩数の計測結果を取得することができる。
【０１１２】
＜植生判定処理手順＞
　つぎに、植生判定装置１０１の植生判定処理手順について説明する。植生判定処理は、
放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態であるか否かを判定する処理である。植生判
定処理は、例えば、任意のタイミング、または、定期的に実行される。
【０１１３】
　図１４は、植生判定装置１０１の植生判定処理手順の一例を示すフローチャートである
。図１４のフローチャートにおいて、まず、植生判定装置１０１は、放牧地Ｈｊの「ｊ」
を「ｊ＝１」として（ステップＳ１４０１）、放牧地Ｈ１～Ｈｍから放牧地Ｈｊを選択す
る（ステップＳ１４０２）。
【０１１４】
　つぎに、植生判定装置１０１は、発情判定処理を実行する（ステップＳ１４０３）。な
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お、発情判定処理は、放牧地Ｈｊに放牧されている牛Ａｉの発情の可能性を判定する処理
である。発情判定処理の具体的な処理手順については、図１５を用いて後述する。
【０１１５】
　つぎに、植生判定装置１０１は、放牧地Ｈｊに放牧されている牛Ａ１～Ａｎのうち発情
の可能性がある牛を除く残余の牛の判定対象日の総歩数に基づいて、判定対象日の歩数平
均値を算出する（ステップＳ１４０４）。そして、植生判定装置１０１は、算出した判定
対象日の歩数平均値を歩数平均値テーブル１１００に登録する（ステップＳ１４０５）。
【０１１６】
　つぎに、植生判定装置１０１は、歩数平均値テーブル１１００を参照して、判定対象日
の歩数平均値から、判定対象日の前日の歩数平均値を減算した減算値ｄを算出する（ステ
ップＳ１４０６）。そして、植生判定装置１０１は、算出した減算値ｄが閾値Ｘ以上か否
かを判断する（ステップＳ１４０７）。
【０１１７】
　ここで、減算値ｄが閾値Ｘ以上の場合（ステップＳ１４０７：Ｙｅｓ）、植生判定装置
１０１は、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態ではないと判定する（ステップＳ
１４０８）。そして、植生判定装置１０１は、アラーム画面の画面情報を生成して、クラ
イアント装置２０１に送信する（ステップＳ１４０９）。アラーム画面は、放牧地Ｈｊの
植生の状態が放牧に適した状態ではないことを示す画面であり、例えば、図１２に示した
アラーム画面１２００である。
【０１１８】
　つぎに、植生判定装置１０１は、放牧地Ｈｊの「ｊ」をインクリメントして（ステップ
Ｓ１４１０）、「ｊ」が「ｍ」より大きくなったか否かを判断する（ステップＳ１４１１
）。ここで、「ｊ」が「ｍ」以下の場合（ステップＳ１４１１：Ｎｏ）、植生判定装置１
０１は、ステップＳ１４０２に戻る。
【０１１９】
　一方、「ｊ」が「ｍ」より大きくなった場合（ステップＳ１４１１：Ｙｅｓ）、植生判
定装置１０１は、本フローチャートによる一連の処理を終了する。また、ステップＳ１４
０７において、減算値ｄが閾値Ｘ未満の場合（ステップＳ１４０７：Ｎｏ）、植生判定装
置１０１は、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態であると判定して（ステップＳ
１４１２）、ステップＳ１４１０に移行する。
【０１２０】
　これにより、複数箇所に存在する放牧地Ｈｊごとの牛Ａｉの歩数の計測結果に基づいて
、放牧地Ｈｊごとの植生の状態を判定することができる。
【０１２１】
＜発情判定処理手順＞
　つぎに、図１４に示したステップＳ１４０３の発情判定処理の具体的な処理手順につい
て説明する。
【０１２２】
　図１５は、発情判定処理の具体的処理手順の一例を示すフローチャートである。図１５
のフローチャートにおいて、まず、植生判定装置１０１は、放牧地Ｈｊに放牧されている
牛Ａｉの「ｉ」を「ｉ＝１」として（ステップＳ１５０１）、放牧地Ｈｊに放牧されてい
る牛Ａ１～Ａｎから牛Ａｉを選択する（ステップＳ１５０２）。
【０１２３】
　そして、植生判定装置１０１は、歩数テーブル２３０から、判定対象日の牛Ａｉの歩数
データを抽出する（ステップＳ１５０３）。つぎに、植生判定装置１０１は、抽出した判
定対象日の牛Ａｉの歩数データに基づいて、単位時間当たりの歩数の平均値を算出する（
ステップＳ１５０４）。
【０１２４】
　そして、植生判定装置１０１は、算出した歩数の平均値が閾値α以上か否かを判断する
ことにより、牛Ａｉに発情の可能性があるか否かを判断する（ステップＳ１５０５）。こ
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こで、牛Ａｉに発情の可能性がない場合（ステップＳ１５０５：Ｎｏ）、植生判定装置１
０１は、ステップＳ１５０７に移行する。
【０１２５】
　一方、牛Ａｉに発情の可能性がある場合（ステップＳ１５０５：Ｙｅｓ）、植生判定装
置１０１は、牛Ａｉの歩数データを処理対象から除外する（ステップＳ１５０６）。具体
的には、例えば、植生判定装置１０１は、歩数テーブル２３０から、発情の可能性がある
牛Ａｉの歩数データを削除することにしてもよい。
【０１２６】
　つぎに、植生判定装置１０１は、牛Ａｉの「ｉ」をインクリメントして（ステップＳ１
５０７）、「ｉ」が「ｎ」より大きくなったか否かを判断する（ステップＳ１５０８）。
ここで、「ｉ」が「ｎ」以下の場合（ステップＳ１５０８：Ｎｏ）、植生判定装置１０１
は、ステップＳ１５０２に戻る。
【０１２７】
　一方、「ｉ」が「ｎ」より大きくなった場合（ステップＳ１５０８：Ｙｅｓ）、植生判
定装置１０１は、本フローチャートによる一連の処理を終了して、発情判定処理を呼び出
したステップに戻る。
【０１２８】
　これにより、放牧地Ｈｊに放牧されている牛Ａ１～Ａｎのうち発情の可能性がある牛Ａ
ｉの歩数データを、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態であるか否かを判定する
際の処理対象から除外することができる。
【０１２９】
　以上説明したように、実施の形態にかかる植生判定装置１０１によれば、放牧地Ｈｊで
放牧されている牛Ａｉに装着された通信装置２０３により計測された歩数の計測結果の時
系列変化に基づいて、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態であるか否かを判定す
ることができる。また、植生判定装置１０１によれば、判定した判定結果を、飼育者が使
用するクライアント装置２０１に送信することができる。
【０１３０】
　これにより、飼育者は、放牧地Ｈｊに赴いて植生を観察することなく放牧地Ｈｊの植生
の状態を判断することができ、飼育者の作業負荷を軽減させることができる。また、飼育
者は、草地の植生に関する知識を有していなくても、放牧地Ｈｊの植生の状態を判断でき
、放牧地Ｈｊの管理にかかる人的コストの増大を抑制することができる。
【０１３１】
　また、植生判定装置１０１によれば、所定の時間間隔Ｔごとの歩数の計測結果が時間の
経過に沿って増加した場合に、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態ではないと判
定することができる。これにより、放牧地Ｈｊに牧草が少ない、あるいは、牧草がなくな
ったために牛Ａｉが食べたい草を探し回ることで歩数が増加した場合に、放牧地Ｈｊの植
生の状態が放牧に適した状態ではないと判定することができる。
【０１３２】
　また、植生判定装置１０１によれば、牛Ａｉの位置に関する情報から特定される放牧地
Ｈｊごとに、歩数の計測結果を分類することができる。また、植生判定装置１０１によれ
ば、放牧地Ｈｊごとの歩数の計測結果の時系列変化に基づいて、放牧地Ｈｊごとの植生の
状態が放牧に適した状態であるか否かを判定することができる。これにより、複数箇所に
存在する放牧地Ｈｊごとの植生の状態を判定することができる。
【０１３３】
　また、植生判定装置１０１によれば、放牧地Ｈｊに放牧されている牛Ａ１～Ａｎのうち
、特定の状態の牛を除く残余の牛の歩数の計測結果の時系列変化に基づいて、放牧地Ｈｊ
の植生の状態が放牧に適した状態であるか否かを判定することができる。これにより、牧
草に対する嗜好以外の発情や疾病などの要因により、通常の状態に比べて単位時間当たり
の歩数が増減している牛の歩数データを処理対象から除外することができ、放牧地Ｈｊの
植生の状態を判定する際の精度の低下を防ぐことができる。
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【０１３４】
　また、植生判定装置１０１によれば、判定対象日の歩数平均値から判定対象日の前日の
歩数平均値を減算した減算値ｄが閾値Ｘ以上の場合に、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に
適した状態ではないと判定することができる。これにより、放牧地Ｈｊに放牧されている
牛Ａｉの歩数が急激に増加した場合に、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態では
ないと判定することができる。
【０１３５】
　また、植生判定装置１０１によれば、判定対象日の時間帯ごとの牛Ａｉの歩数の計測結
果に基づいて、所定時間Ｐ以上継続して歩数が所定数Ｑ以下となる時間帯ＴＺを検出する
ことができる。また、植生判定装置１０１によれば、検出した時間帯ＴＺの個数ｋが所定
数Ｋ未満の場合に、放牧地Ｈｊの植生の状態が放牧に適した状態ではないと判定すること
ができる。
【０１３６】
　これにより、所定の時間間隔Ｔごとの歩数の増加度合いのみを考慮する場合に比べて、
放牧地Ｈｊの植生の状態を判定する精度の向上を図ることができる。例えば、雷や天敵の
出現などの何らかの外的要因により牛Ａｉの歩数が急激に増加した場合に、放牧地Ｈｊの
植生の状態が放牧に適した状態ではないと判定してしまうことを防ぐことができる。
【０１３７】
　これらのことから、実施の形態にかかる植生判定プログラム、植生判定装置および植生
判定方法によれば、飼育者は、放牧地Ｈｊの植生の状態を把握して、放牧地Ｈｊの植生の
状態に応じた対応を迅速に行うことが可能となる。具体的には、例えば、放牧地Ｈｊの植
生の状態が悪くなったときに、牛Ａｉの嗜好性が高い草の種を放牧地Ｈｊに播種したり、
放牧先の放牧地を変更するなどの対応を迅速に行うことができ、生産性の向上を図ること
ができる。
【０１３８】
　なお、本実施の形態で説明した植生判定方法は、予め用意されたプログラムをパーソナ
ル・コンピュータやワークステーション等のコンピュータで実行することにより実現する
ことができる。本植生判定プログラムは、ハードディスク、フレキシブルディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピ
ュータによって記録媒体から読み出されることによって実行される。また、本植生判定プ
ログラムは、インターネット等のネットワークを介して配布してもよい。
【０１３９】
　上述した実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【０１４０】
（付記１）コンピュータに、
　放牧地に放牧されている家畜に装着された歩数計測手段により計測された歩数の計測結
果の時系列変化に基づいて、前記放牧地の植生の状態が放牧に適した状態であるか否かを
判定し、
　判定した判定結果を出力する、
　処理を実行させることを特徴とする植生判定プログラム。
【０１４１】
（付記２）前記判定する処理は、
　所定の時間間隔ごとの前記歩数の計測結果が時間の経過に沿って増加した場合に、前記
放牧地の植生の状態が放牧に適した状態ではないと判定することを特徴とする付記１に記
載の植生判定プログラム。
【０１４２】
（付記３）前記コンピュータに、
　前記歩数の計測結果を、家畜の位置に関する情報に基づいて、放牧地ごとの前記歩数の
計測結果に分類する処理を実行させ、
　分類した前記放牧地ごとの前記歩数の計測結果の時系列変化に基づいて、前記放牧地ご
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は２に記載の植生判定プログラム。
【０１４３】
（付記４）前記判定する処理は、
　前記歩数が計測された複数の家畜のうち、特定の状態の家畜を除く残余の家畜の前記歩
数の計測結果の時系列変化に基づいて、前記放牧地の植生の状態が放牧に適した状態であ
るか否かを判定することを特徴とする付記１～３のいずれか一つに記載の植生判定プログ
ラム。
【０１４４】
（付記５）前記判定する処理は、
　第１の期間の前記歩数の計測結果から前記第１の期間以前の第２の期間の前記歩数の計
測結果を減算した値が閾値以上の場合に、前記放牧地の植生の状態が放牧に適した状態で
はないと判定することを特徴とする付記１～４のいずれか一つに記載の植生判定プログラ
ム。
【０１４５】
（付記６）前記コンピュータに、
　前記値が閾値以上の場合に、前記第１の期間内の時間帯ごとの前記歩数の計測結果に基
づいて、所定時間以上継続して前記歩数が所定数以下となる時間帯を検出する処理を実行
させ、
　前記判定する処理は、
　検出した前記時間帯の個数が所定個数未満の場合に、前記放牧地の植生の状態が放牧に
適した状態ではないと判定することを特徴とする付記５に記載の植生判定プログラム。
【０１４６】
（付記７）放牧地に放牧されている家畜に装着された歩数計測手段により計測された歩数
の計測結果の時系列変化に基づいて、前記放牧地の植生の状態が放牧に適した状態である
か否かを判定する判定部と、
　前記判定部によって判定された判定結果を出力する出力部と、
　を有することを特徴とする植生判定装置。
【０１４７】
（付記８）コンピュータが、
　放牧地に放牧されている家畜に装着された歩数計測手段により計測された歩数の計測結
果の時系列変化に基づいて、前記放牧地の植生の状態が放牧に適した状態であるか否かを
判定し、
　判定した判定結果を出力する、
　処理を実行することを特徴とする植生判定方法。
【符号の説明】
【０１４８】
　１０１　植生判定装置
　１０２　歩数計測手段
　１０３　通信端末
　２００　飼育支援システム
　２０１　クライアント装置
　２０２　中継装置
　２０３　通信装置
　１００１　取得部
　１００２　判定部
　１００３　出力部
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